
＜土木工事等関係書類における押印廃止の判断基準＞

②現状で無印（認印）

③会社の証明不要
登記印の照合不要

④資格書等で確認
できる

⑤継続的な関係により各種
管理（工事監督等）で確認
できる

基準① 押印を求める趣旨の合理性の有無
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押印廃止となるフロー
①＋（②～⑤のいずれか）

基準② 押印を求める趣旨の代替手段の有無
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